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― はじめに ― 

 阿久比町医療・介護・福祉連携ネットワーク「あぐネット」（以下「あぐネ

ット」という。）の利用に関しては、これまで「記事には何をどのくらい記入

すればよいのか？」「A さんを支援チームに加えるには、誰がどのように手続

きすればよいのか？」等、目安となるルールが存在しないために、さまざまな

ご意見をいただきました。 

 そこで、阿久比町在宅医療・介護連携推進協議会では、あぐネットの利用の

目安となる共通ルールを定めることにより、利用者が迅速かつ効率的にあぐネ

ットを利用できるとともに、利用者間の円滑な情報連携を強化することを目的

とした“利用者目線のマニュアル”をここに定めます。 

 

                 阿久比町在宅医療・介護連携推進協議会 

                  会長 竹 内 秀 俊 

 

 

 ※ 本マニュアルに掲載する用語については、あぐネット利用規約等に定め

るところによります。 

 ※ あぐネット上での入力方法や詳細な操作については、本マニュアルには

記載しておりません。「【新】IIJ 電子＠連絡帳サービス操作マニュアル」

等を参照してください。 

 

― 目次 － 

 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P１  

 あぐネットの特徴・・・・・・・・・・・・・・・・P２  ～ P３ 

 基本的な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・P４  ～ P５ 

 ０．あぐネットの利用準備・・・・・・・・・・・・P６  ～ P１１ 

 １．対象者および支援チームの登録・・・・・・・・P１２ ～ P１５ 

 ２．記事の投稿ルール・・・・・・・・・・・・・・P１６ ～ P２０ 

 ３．活用事例の紹介・・・・・・・・・・・・・・・P２１ ～ P２６ 

 ４．困ったときは・・・・・・・・・・・・・・・・P２７ ～ P２８ 

 ５．関係様式集・・・・・・・・・・・・・・・・・P２９ ～ P３３ 
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― あぐネットの特徴 ― 

【メリット】 

 ①「いつでも」「どこでも」「タイムリーに」情報共有ができる 

  あぐネットにログインできる環境（PC・スマホ・タブレット）が 

  あれば、時間や場所を選ばずに利用できます。 

 ②多職種に一度に連絡ができる 

  支援チーム員や任意の利用者のプロジェクト内で、 

  一度に連絡ができ、情報共有ができます。 

 ③強固なセキュリティを備えている 

  電子証明書及び ID・PASS による二要素認証等、 

  高い安全性を誇ります。 

 ④多くの専門職種と繋がる  

現在、１６０名の専門職種の利用者が登録されており、 

  知多半島医療圏においては、２，０００名以上、 

  愛知県内４９市町村では、１２，０００名以上の利用者との 

  連携が可能となっており、単純な連絡ツールとしても有益です。 

 

 

 

   ※愛知県内広域連携協定書締結市町村（令和５年１０月１日時点） 

  津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村、一宮市、 

  稲沢市、春日井市、小牧市、岩倉市、半田市、常滑市、東海市、大府市、 

知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、碧南市、刈谷市、  

安城市、西尾市、知立市、高浜市、清須市、北名古屋市、豊山町、瀬戸市、  

尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町、豊田市、みよし市、 

岡崎市、幸田町、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、 

東栄町、豊根村 
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【強固なセキュリティ・高い安全性】 

 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（厚生労働省）に基

づき、以下のような安全策が講じられており、一般的な SNS と比較しても非

常にセキュリティが高く、患者情報を扱うのにふさわしいツールです。 

 

     【あぐネット】           【一般的な SNS】 

◎外部の侵入防止策（二要素認証）   ▲アプリのインストール 

（電子証明書＋ ID・PASS）      （ ID・PASS のみ） 

◎登録専門職の管理          ▲誰でも参加、情報に制限なし 

◎患者情報の共有範囲の限定      ▲情報が海外（法令が適用されな

い）に格納される場合がある 

 

 ※ SNS から患者情報が漏洩した事例  

  青森県の病院で起きた、「LINE によるカルテ漏洩」（一部抜粋） 

  http://www.mutusinpou.co.jp/news/2020/04/59711.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・電子カルテの画像データを、業務上必要ない同僚や、親族に送付した 

  ・LINE を使ったことで、どこまで拡散したか追いきれなかった 

  ・関与した看護師には、停職、減給の懲戒処分が下された 
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― 基本的な機能 ― 

 ⑴ 【患者】 

  ～主治医を始めとする支援チーム員での情報の共有・支援ツール～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・支援チーム員のみが閲覧及びコメントできます。 

 ・写真、動画により、訪問時等の様子を迅速に確認できます。 

 ・患者（対象者）の登録及び支援の開始については、P１２～をご覧ください｡ 

 ・具体的な活用例については、P２１～をご覧ください。 

 

          「業務時間外だから電話がつながらない…」 

          「関係者と一度に連絡とりたい…」 

          「事務所に戻らないと連絡できない…」 

          「LINE だと漏洩・拡散リスクがある…」 
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 ⑵ 【プロジェクト】 

  ～利用者で構成される任意グループでの連絡ツール～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・利用者が任意のグループを作り、情報を共有できます。 

  ・研修会の案内や会議の日程調整等、一度に周知し、共有できます。 

  ・プロへジェクトの作成・利用に際し役場への申請等は必要ありません。 

 

             「在宅医療・介護連携推進協議会」 

             「全体連絡・情報発信」 

             「３市５町 知多郡医師会担当者会」 

             といったグループで情報を共有しています。 

   

 ⑶ 【メッセージ】 

  ～特定の利用者への連絡ツール～  

 

 

 

 

 

 

   個別にメッセージ（添付ファイル可）を送信することができます。  
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０．あぐネットの利用準備 

 

 ⑴ まず「施設登録申請」を 

  ・ポータルサイトのホーム画面右下の「施設登録申請」より、施設および 

   担当者（施設管理者）情報を登録申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・入力フォームに必要事項を入力のうえ、「登録」 
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 ⑵ 証明書を利用端末にインストールし、利用開始  

  ・本町が施設登録申請を承認後、以下のようなメールが届くため、確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・利用端末からポータルサイトを開き、「証明書インストール手順」を確

認のうえ、「初回の証明書設定」より進み、メールに記載された「No」

「パスワード」を入力、以降画面の指示に従い証明書をインストール 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・証明書インストール後、ポータルサイトより「利用開始」 

  （登録時のログイン ID・パスワード） 
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 ⑶ 施設の他の従業員を利用者登録する。  

  ・原則、利用登録は各個人で行う必要があります。 

  ・まず、事業所登録時に作成したアカウント（このアカウントには施設管

理者の権限が付与されています。）でログインしてください。    

  ・メイン画面左下の「・・・」を選択するとあらたに項目が出てくるので、

歯車のマークの「管理」を選択してください。 

    

  ・新たに出てきたメニューの「利用者」の項目から「利用者管理」を選択。 

    

事業所のメールアドレスが足りない場合、以下の作業が必要です。  

  ・事業所で共有のメールアドレスしかない場合や新しい利用者が業務で利

用できるメールアドレスが全てあぐネットで他の利用者に使用されてい

る場合、転送用のメールアドレスを作成します。「転送用メールアドレス

一覧」を選択してください。 
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  ・「新規登録」を選択してください。 

    

  ・任意の文字列（半角英数と一部の記号のみ）を転送用メールアドレス

に入力してください。 

  ・入力した文字列にドメイン名「@eml.iij-renrakucho.jp」を繋げたもの

が電子＠連絡帳専用の転送用メールアドレスになります。 

  ・転送先メールアドレスに事業所のメールアドレスを入力し、「この内

容で登録」を選択してください。 

  ・設定が上手くできた場合、転送先のメールアドレスに通知が届きます。 

    

  ・登録できたら画面左上の「戻る」で利用者登録画面に戻ってください。 

    

  ・利用者個人が業務で使用できるメールアドレスがある、もしくは転送用

メールアドレスが準備できたら利用者登録をします。「新規登録」を選

択してください。 
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  ・入力画面で赤い＊印のついている項目をすべて入力してください。 

  ・メールアドレスは個人が業務で使用できるもの、もしくは作成した転送

用メールアドレスを使用してください。既に他の電子＠連絡帳アカウン

トで使用しているメールアドレスは使用できません。 

  ・ログイン ID・パスワードは任意のものを設定してください。 

  ・権限については「利用者（プロ職）」を選択してください。もし、施設

管理者の権限を委譲したり、管理者を増やしたりする必要がある場合は

「施設管理者」を選択して下さい。 

  ・職種、所属施設名を選択してください。 

  ・＊印のない項目は任意になりますができるだけ入力してください。 

  ・メールでの通知を希望する場合はメール通知をオンにしてください。 

  ・その他の項目については基本的に特別な設定は必要ありませんが、もし

活用したい機能がある場合は「【新】 IIJ 電子＠連絡帳サービス操作マ

ニュアル」を参照してください。 

  ・すべて入力出来たら「この内容で登録」を選択してください。もし不備

がある場合は指示が出ますので、それに従ってください。 
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  ・証明書発行画面に遷移するので、端末種別を選択し「発行」 

    

  ・証明書のインストール等については前の項目の指示に従ってください。 

  ・共有の端末を使用している場合、証明書の追加インストールは不要にな

る場合がありますので、そのままログインして利用を開始してくださ

い。 

  ・利用者情報の訂正、証明書の追加発行等も「利用者管理」画面からでき

ます。ログインしているアカウントに管理権限がある利用者の一覧が表

示されているので、対象のアカウントの「詳細」から訂正を行ってくだ

さい。 

  ・自身のアカウント情報の訂正は画面右上のユーザー名の横にある小さな

歯車マークを選択し、「マイプロファイル」からもできます。 

  ・アカウントの共有や、前任者のアカウントの名義を変更しての使用は

ご遠慮願います。 
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１．対象者および支援チームの登録 

 

 ⑴ 登録の流れ 

  ① あぐネットの利用について、対象者の主治医の意向を確認 

   →診療情報の共有のため、主治医の意向確認は必須事項です。「意向確

認用入力フォーム」（Ｐ３３参照）等により主治医の意向を確認しま

す（主治医以外の支援チームで情報を共有することも可能です）。 

  ② 対象者（家族含む。）からあぐネットの利用に関する同意書を受領 

   →ケアマネジャーまたは訪問看護師を想定しています。受領した同意書

については、事業所保管となります。 

  ③ 対象者および支援チームの情報を“同意書を受領した利用者”が登録 

   →原則、ケアマネジャーまたは訪問看護師を想定しています。 

   →登録を本町に依頼する場合は、同意書および支援チーム登録申請書を 

    提出してください。（Ｐ３０～３１参照） 

    ※ 対象者が本町以外に住所を置いている場合、当該市町村の電子＠

連絡帳に登録する必要があります。その場合は、「患者登録依頼書」

により、当該市町村の担当者に登録を依頼してください。 

       【同意書】        【支援チーム登録申請書】 
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 ⑵ 入力方法 

  ① 「患者」より「新規患者を登録」を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 必須項目を入力し、「次へ」を選択 

    ※ 同意書取得日等の情報も入力できます（P１５参照） 
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  ③ 支援チーム担当者を「検索」「追加」し、「この内容で登録」を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④ 「患者リスト」に追加されたことを確認 
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  ⑤ 同意書取得日等の入力 

   対象者画面の「患者設定」を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   同意書の「編集」→「同意取得者」「日時」または同意書を PDF 等 

   で添付し、「保存」 ※下記は、既に入力済のもの（同意あり） 
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２．記事の投稿ルール 

 

【記事レイアウト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記事への返信レイアウト】 
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 ⑴ 対象者情報の共有（入力フォームは、プロジェクトも同じです。）  

  “必要な情報を迅速かつ効率的に正しく共有できること”が重要です。 

  そのため、全職種の共通ルールを設けるとともに、専門職種ごとに、記載

する内容の要点をまとめたうえで投稿することが必要です。 

  以下に「共通ルール」「専門職種の記載ポイント」をまとめましたので、

利用する際の“目安”としてご活用ください。 

 

  【共通ルール】 

   ① 「事業所名」「氏名」を本文に入力しない。 

    →誰が投稿したものかは、最上部に表示されるため、不要とします。 

   ② なるべく儀礼的な挨拶を入れない。 

    →「いつもお世話になっております」「お手数をおかけして申し訳あ

りませんが…」のような表現により、記事全体が長文化してしまい、

趣旨がわかりにくくなってしまう。“挨拶しないと失礼”というよ

うな雰囲気はやめ、簡潔・明瞭な情報共有ツールにしましょう。 

   ③ 「件名」に要旨（返信の要否を含む。）を入れる。 

    →件名を確認するだけで概要や返信の要否がわかると理想的です。 

    →返信が必要な場合は、【要返信】【○○先生要返信】等と入れまし

ょう。返信をする場合は、「返信」をクリックし、コメントを残し

てください。 
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   ④ 「了解」「確認済み」という場合は、「  」ボタンを利用 

    →本文の最下部にマークがあるため、入力の手間を省けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑤ “強調したい（確認必須）”記事については、「重要」を選択 

    →重要とすることで、記事のラベルが赤色になり、強調されます。 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑥ 複数人での編集が必要な記事については、「みんなで記載」を選択 

    →議事録等、複数人で同じ記事を編集する場合に活用しましょう。 
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  【専門職種の記載ポイント】 

  以下に、主な専門職種ごとの記載内容の要点を掲載しますので、記事を投

稿する際の目安としてください。 

 

・ 

 主にケアマネジャーや訪問看護師等の質疑事項に対し、処方に係る指示を出

します。また、診療に係る確認をします。 

・ 

 主に口腔ケアに関する指示を出します。 

・ 

 主に副作用の影響の有無、飲み合わせ、残薬の除去など服薬指導を行います。 

・ 

 訪問時の対象者の処置や体調の変化に係る報告をします。 

・ 

 対象者の全般的な支援に係る連絡調整、報告をします。 

・                     、 

 訪問時（リハビリ含む。）の対象者の生活や体調に係る報告をします。 

・               、 

 デイサービス、デイケア時の対象者の様子について報告をします。 

・                   【CSW】 

 家族や地域での様子について報告をします。 

・                   【ＳＣ】 

 地域の社会資源等を紹介します。 

 

  上記のほかにも、さまざまな職種が支援に加わっています。 

  多職種・多部門での情報共有があぐネットの最大のメリットです。 
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 ⑵ プロジェクトの共有  

  “いつでも・どこでもつながれる、関係者の情報共有ツール”です。 

  協議会メンバーでの日程調整や、研修会の案内等、各グループに合わせた

幅の広い活用が想定されます。書面でのやりとりを添付ファイルにより電子

化したり、共有するリンク（ＵＲＬ）を貼り付けたり、柔軟に対応できます。  

  職種にかかわらず、以下の共通ルールにより、投稿しましょう。 

 

  【共通ルール】 

   ① 「事業所名」「氏名」を本文に入力しない。 

    →誰が投稿したものかは、最上部に表示されるため、不要 

   ② 挨拶を入れましょう。 

    →対象者情報とは違い、迅速性よりも“コミュ力”が重要です。 

     「いつもお世話になっております」「お手数をおかけして申し訳あ

りませんが…」のような表現により、円滑につながりましょう。 

   ③ 「件名」に要旨（返信の要否を含む。）を入れる。 

    →件名を確認するだけで概要や返信の要否がわかると理想的です。 

     また、返信が必要な場合は、記事を「みんなで記載」で登録し、 

     返信が不要な場合は、通常の記事としましょう。 

     なお、返信をする場合は、「返信」をクリックし、コメントを残し

てください。 

   ④ 「了解」「確認済み」という場合は、「いいね」ボタンを利用 

    →本文の最下部にマークがあるため、入力の手間を省けます。 

   ⑤ “強調したい（確認必須）”記事については、「重要」を選択 

    →重要とすることで、記事のラベルが赤色になり、強調されます。 
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３．活用事例の紹介 

 

 円滑な情報共有の推進のため、実際の支援例を掲載します。 

 特に、「支援チーム員として利用したことがない方」や「これから利用する

予定の方」にとっては、画面のイメージ等参考になると思います。自身が参加

する場合をイメージしてご覧ください。サンプル患者については、本人・支援

チーム員の同意を得たうえで情報を匿名化し、掲載しています。 

 また、実際のシステム上でも確認ができるように、利用者のうち、「支援チ

ーム員として利用したことがない方」のログイン後のホーム画面に表示させる

予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンプル患者を表示  

次ページ以降のスライドを 

添付ファイル可（PDF）します 
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  記事のコメントに関する補足  

  これらは、コメントの“一例”です。 

  ここでは、情報共有が頻回である実例を取り上げていますが、必ずしも 

  「写真を載せなければならない」「毎回訪問時の様子を報告しなければ 

  ならない」というものではなく、対象者に合わせた報告や支援チーム内 

  で共有したいことを掲載することが重要です。 

  「これを載せてはいけない」というものではありませんので、前向きに、

積極的に利用していただけると幸いです。 
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４．困ったときは・・・ 

 

 あぐネットを利用するうえで、よくある質問をまとめましたので、参考にし

てください。 

 

 ⑴ ～利用開始まで～ 

  Ｑ１．証明書のインストールができない 

  Ａ１．利用する環境（ＰＣ（Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｍａｃ）、スマートフォン・

タブレット（Ａｎｄｒｏｉｄ、ⅰＰｈｏｎｅ、ⅰＰａｄ））によっ

て必要となる証明書が異なります。インストールする証明書の種類

が違っていないかを確認してください。（Ｐ７「証明書インストー

ル手順」参照）なお、証明書を再発行する場合は、介護保険係まで

連絡してください。 

  Ｑ２．ログインができない 

  Ａ２．ログインＩＤとパスワードが違っている可能性があります。当初に

設定したものかどうかを確認してください（P6～７参照）。なお、

パスワードを忘れた場合は、再度設定することになります。その場

合は、「ＩＤ/パスワードをお忘れの方はこちら」（「ログイン」ボ

タンの下にあります。）をクリックしていただくか、介護保険係ま

で連絡してください。 
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 ⑵ ～利用開始後～ 

  Ｑ３．対象者情報を共有するには？ 

  Ａ３．対象者から同意書を取得した利用者（主にケアマネジャーまたは訪

問看護師）があぐネットに情報を登録します。入力方法は、Ｐ１２

～Ｐ１５を参照してください。なお、登録後に支援チーム員が増減

した場合は、支援チーム員ならどなたでも入力できますので、適宜

追加等してください。 

  Ｑ４．主治医が支援チームに不参加でもあぐネットの利用は可能か？ 

  Ａ４．主治医の意向を確認していただいたうえで、主治医以外の支援チー

ム員で利用することは可能です。なお、意向確認の際には、「意向

確認用入力フォーム」（Ｐ３３参照）等をご活用ください。 

  Ｑ５．対象者が町外の場合、登録はどうなるのか？ 

  Ａ５．対象者の住所地市町村の行政担当者へ登録事務を依頼できます。 

     （現在半田市については、本町でも登録が可能です。） 

     登録を依頼する場合は、「患者登録依頼書」（P３２参照）を当該市

町村へ提出してください。なお、当該市町村のネットワークに登録

されている利用者であれば、当該対象者を登録することができます。 
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５．関係様式集 

 

 本マニュアルに登場した様式は、以下のとおりです。 

 次ページ以降に掲載しますので、ご利用ください。 

 

・あぐネット利用規約関係様式 

 別紙１－２「阿久比町医療・介護・福祉連携ネットワーク「あぐネット」説

明と同意書」 

 別紙２「あぐネットにおける対象者登録・支援チーム登録申請書」 

・知多郡医師会管内３市５町電子＠連絡帳内部規約（案） 

 別紙「患者登録依頼書」 

・主治医の意向確認入力フォーム 

「患者に係る医療・介護従事者の情報共有における「あぐネット」の利用に

ついて」 
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別紙１－２（第１２条関係）  

阿久比町医療・介護・福祉連携ネットワーク「あぐネット」説明と同意書 

 

阿久比町では、地域での医療・介護・福祉等の関係機関がコンピューターなどの情報技

術を活用した電子＠連絡帳システムを活用して連携し、あなたが住み慣れたまちでいつま

でも自分らしい生活を続けていくことができるよう支援します。  

 

個人情報取扱同意書 

１．運用目的 

あなたを医療・介護・福祉等の面から支援するため、あなたのプライバシー保護を厳重

に図りながら、あなたの情報を「あぐネット」に登録し、愛知県の広域利用の協定を締結

している電子＠連絡帳登録機関がネットワーク接続して、支援チーム（担当者及び機関）

で診療・介護情報を共有し、多職種連携することによって、あなたの支援に活用いたしま

す。 

また、あなたへの更なるサービスの向上を目指すために、匿名化した上で統計データと

してあなたの情報を使用することがあります。 

 

２．情報を共有する機関  

あなたの支援チームを構成する担当者及び機関は、あぐネット利用施設（医療機関、歯

科医院、薬局、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、介護保険事業所、包括支援

センター、阿久比町等）及び愛知県の広域利用の協定を締結している電子＠連絡帳登録機

関の中から決められ、情報共有する対象機関となります。  

 

３．個人情報の管理 

このネットワークは、厚生労働省が定める「医療機関情報システムの安全に関するガイ

ドライン」に基づく運用で、ネットワーク上の個人情報を保護しています。  

また、情報共有の停止を希望される場合は、かかりつけ医や担当ケアマネージャー等に

ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    年   月   日 

説明者：          （医療機関・施設等                ） 

阿久比町医療・介護・福祉連携ネットワーク「あぐネット」について説明を受け、これに

同意します。 

 

同意署名：                          

                                          

※ご本人が未成年、同意困難又は自筆困難な場合  

代 理 人：             （続柄：      ） 

ご本人氏名：                       

【事業所等控え】 
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別紙２（第１２条関係） 

利用者→サービス運用者（阿久比町） 

 

あぐネットにおける対象者登録・支援チーム登録申請書 

年   月   日 

阿久比町役場 健康介護課 御中 

              申請者 事業所等名             

                  氏   名             

                  電   話             

次のとおり対象者登録・支援チーム登録を申請します。 

【対象者情報】 

ふりがな   
性  別 男 ・ 女 

氏  名  

電話番号  生年月日  

住  所  

【支援チーム登録希望者】 

医療機関・事業所等名 職  種 氏   名 

   

   

   

   

   

   

   

※添付書類 

 別紙１－２「阿久比町医療・介護・福祉連携ネットワーク「あぐネット」説

明と同意書」 
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患者登録依頼書 

年  月  日 

 

      市・町・村 

 「電子＠連絡帳」運営担当者 様 

 

（申請者）                  

所属市町村                  

ネットワーク                  

事 業 所 等                  

所 在 地                  

氏 名                  

電 話 番 号                  

 

 患者登録について下記のとおり申請します。 

 なお、ネットワークの利用に関し、本人（家族）から同意書を取得済です。 

 

記 

【患者（対象者）】 

フリガナ             性  別 男 ・ 女 

氏  名             生年月日     年  月  日 

住  所 
〒   －     電話番号              

愛知県 

 

【備考】 

１ 患者（対象者）登録が完了後、同意書取得日等の情報を入力しますので、

申請者へ連絡してください。 

２ 患者（対象者）に関して不明な点は、申請者にお問い合わせください。  
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年  月  日 

 ○○〇〇病院 

  ●●●●先生 御机下 

□□□□居宅介護支援事業所    

介護支援専門員 ■■■■    

 

   患者に係る医療・介護従事者の情報共有における「あぐネット」 

   の利用について（依頼） 

 

 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、標記の件について、下記患者に係る関係者の情報共有のため、阿久比

町医療・介護・福祉連携ネットワーク「あぐネット」を利用する予定です。 

 利用に関する患者の同意書は受領済ですが、主治医である貴職に利用に係る

意向を確認したく、お手数ですが、本書最下部に記入のうえ、ご返信くださる

ようお願い申し上げます。 

 なお、本件に関するお問合せは、各担当までお願いします。 

 

記 

 ・患者氏名 △△△△ 

 ・住  所 阿久比町▲▲▲▲ 

 ・生年月日 Ｔ・Ｓ・Ｈ  年  月  日 

 

           【「あぐネット」の利用について】 

            担 当 阿久比町健康介護課介護保険係（◎◎） 

            電 話 ０５６９－４８－１１１１（内線１１２６） 

           【患者の支援内容について】 

            担 当 □□□□居宅介護支援事業所（■■） 

            電 話 ××××－××－×××× 

 

 

 

 

※ 以下のいずれかに☑のうえ、記入日を記入し、ご返信願います。 

☐承諾（主治医参加） ☐承諾（主治医不参加）  

  記入日     年  月  日 

 

※「あぐネット」又は FAX 等にて返信してください。 

□□□□居宅介護支援事業所 行（このまま送信してください） 

FAX 送付先：××××‐××‐〇△□● メール：×××＠××．×× 


